
水道管凍結にご注意ください！
　水道が凍結し、水道管が破損した
場合、水道料金や修理代金など高額
な費用がかかります。水道管が凍結・
破裂したときは、水道メーターボッ
クス内の止水栓を閉め、久喜市水道
指定給水装置工事事業者（市ホーム
ページに掲載）に修繕を依頼するか、
水道施設課へご相談ください。
◆こんな時は特に注意
・気象庁が低温注意報を発表
・外気温がマイナス４℃以下
・ 水道管が露出していたり、日当たり
の悪い場所や風当たりの強い場所
にある（北風、西風があたる場合
は特に注意）
・旅行などで長時間水道を使用しない
・以前凍結したことがある
◆水道管の凍結を防ぐには
　露出したままの水道管
は、保温材や古い毛布な
どを水道管や蛇口に巻き
付け、その上からビニー
ルテープを巻いて凍結を
防止してください。
※ 保温材はホームセンター
などで市販されています。
  水道施設課給水係（  内線275
～278）

市表彰制度
　市では、久喜市のため特別の功労
がある方または地域社会の利益を興
した方を表彰しています。久喜市表
彰規則に基づき該当する個人の方ま
たは団体の皆さんをご推薦ください。
推薦の基準や提出書類については市
ホームページをご覧ください。
  秘書課秘書係（内線2223）

難病患者見舞金（令和６年度分）
  市内在住で、次のいずれかの受給
者証をお持ちの方（有効期限内の
もの）

・指定難病医療受給者証
・特定疾患医療受給者証
・指定疾患医療受給者証
・県単独指定難病医療受給者証
・小児慢性特定疾病医療受給者証
支給額　年額１万円
  受給者証、預金通帳（初めて申請
する方のみ）

※ 施設入所中の方は、対
象とならない場合があ
ります。また、窓口持
参が困難な方はご相談
ください。
 ３月28日㈮（電子申請は３月

31日㈪）までに、電子申請または
直接、障がい者福祉課障がい者福
祉係（内線3245）／各行政センタ
ー内福祉係（  156／  237／
 142）へ

2025年農林業センサスに
ご協力ください

　農林水産省では令和７年２月１日
を基準日として「2025年農林業セ
ンサス」を実施します。この調査は、
農林業・農山村地域の実態を正しく
把握するための調査で、１月中旬か
ら調査員が農林業を営む全ての農家
や法人の皆さまを訪問して、農林業
の経営状況等を伺います。調査への
ご協力をお願いします。
  情報推進課統計係
（内線5887～5889）

注意！あなたの土地が
狙われています

　「草刈りして返すから、一時的に資
材置場として貸してほしい」などと
言葉巧みに話を持ち掛けて、法令手
続きを無視して短期間で農地等に大
量の土砂等を堆積する事例が県内で
発生しています。
　違法に土砂等の堆積が行われた場
合、これらの責任や撤去費用の負担
は、土地所有者におよぶこともあり
ます。
　定期的に土地を見回るなど、自分
の土地は自分で守りましょう。
  環境課環境保全・衛生係（  内
線375～377）／農業委員会事務
局（  321～323）

下水道使用上のお願い
　下水は主に、公共下水道・農業集
落排水処理施設・浄化槽できれいに
しています。
・ 水に溶けない紙、たばこやガムな
どを水洗トイレに流さない
・油などは流さない
・阻

そし ゅ う き

集器の設置・適正な維持管理
・ 分流式（汚水と雨水を分けて流す
方式）の公共下水道では、汚水管
に雨水を流さない
・ 農業集落排水処理施設は、地域の
皆さまと協働で除草や清掃を行い
施設を維持しておりますので、これ
からもご協力をお願いします
・ 浄化槽では、清掃・保守点検・法
定検査の実施をお願いします
  下水道施設課排水係（ 内線
287～289）

公共下水道・農業集落排水処理
施設への接続をお願いします
　各家庭などから排出される汚水を
集めて処理し、自然に戻すという大
切な役割を果たす施設です。利用で
きる地域にお住まいでまだ接続され
ていない方は、早期に接続工事の実
施をお願いします。
　また、無利子の貸付金制度（限度
額50万円）もありますので事前にお
問い合わせ下さい。
  下水道施設課排水係（ 内線
287～289）

古利根川流域関連久喜公共下水
道事業計画変更案の縦覧

　農業集落排水処理区域の公共下
水道への接続に伴う事業計画区域の
拡大などを図る案の縦覧を行います。
（対象地区：北青柳、塚田、六万部、
上本村など）
【縦覧】
  １月９日㈭～23日㈭ ８時30分～
17時15分　※平日のみ、なお期間
が変更となる場合は市ホームページ
でお知らせいたします。
  上下水道経営課（１月９日㈭から
市ホームページでも閲覧可）

【案に対する意見書の提出】
  市内に住所を有する個人・法人ま
たは利害関係者
 １月23日㈭ 17時15分（必着）  

までに、意見書を直接または郵送
で、上下水道経営課下水道経営係
（〒340-0295／ 内線250）へ

金属とプラスチックを屋外保管
している事業者の皆さんへ

　県内（さいたま市と越谷市を除く）
で有価の金属やプラスチック、その
混合物等を屋外保管する事業を行う
際には、県知事の許可が必要になり
ます。令和７年１月１日時点で屋外保
管業を行っている場合は、同年６月
30日までに管轄の埼玉県東部環境管
理事務所に必ず届け出し
てください。詳細はホー
ムページをご覧ください。
  県東部環境管理事務
所 ☎34-4011／県産業廃棄物指
導課 ☎048-830-3136

児童手当の手続きはお済みですか
　令和６年10月の制度改正後の児童
手当を受給するためには、手続きが
必要な場合があります。申請書類の
提出がお済みでない方や、申請書類
がお手元にない方は、子育て支援課
までご提出またはご連絡ください。
※ 令和７年３月31日㈪までに申請を行
うことで、令和６年10月分に遡って
児童手当を支給します。
  子育て支援課医療手当係（内線
3287）

労働保険料（労災保険・雇用保険）の
第３期分の納期限は１月31日㈮です
　納付書は、納期限の10日前ごろに
該当事業所へ郵送します。保険料納
付には口座振替が便利です。申し込
み手続きについては厚生労働省また
は埼玉労働局のホームページをご覧
ください。
  埼玉労働局労働保険徴収課

 　☎048-600-6203
厚生労働省ホームページ▶

調理師の方は調理師業務従事者届
を出しましょう

  県内の飲食店や給食施設などで
就業している調理師
  １月15日㈬までに電子申請または
指定様式（県ホームページで配布）
に令和６年12月31日現在の氏

ふりがな

名・
従事する施設名等を明記の上、直
接・郵送・FAXで埼玉県調理師会
（〒330-0063 さいたま市浦和区
高砂4-417 食環センタービル4階
／ 048-711-2637）へ
  （一社）埼玉県調理師会 ☎048-
862-6443／県健康長寿課

　 ☎048-830-3582

　１月中に日本年金機構より送
付予定です。この源泉徴収票は、
所得税の確定申告の際に添付書
類等として必要になりますので、
大切に保管してください。
  春日部年金事務所

　 ☎048-737-7112

年金コラム
令和６年分公的年金等の
源泉徴収票が送付されます
令和６年分公的年金等の

対象地区：久喜市（久喜地区）・宮代町
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※総合支所は行政センターに変わりました。
※郵便番号のみ記載の場合は、所在地記入不要です。
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